
 

ＮＥＴ１１９緊急通報システム利用案内 

 

 

海部消防組合では聴覚や言語障害等の障がいにより、音声による１１９番通報が困難

な方のために、「ＮＥＴ１１９緊急通報システム」の運用を開始いたします。当サービ

スの利用を希望される方は以下の利用案内及び「ＮＥＴ１１９緊急通報システム登録規

約」をご確認いただき、承諾のうえお申し込みください。 

 

利用案内 

サービス概要 

音声による通報が困難な方が、携帯電話やスマートフォンのインター

ネット機能を利用し、簡単な画面操作で１１９番通報ができる無料の

行政サービスです。（通信料が別途必要です。） 

利用対象者 

海部郡内に居住または通勤・通学し、以下にあてはまる方が対象です。 

・聴覚や発語に障がいがある。 

（障がい者手帳をお持ちでない方も登録できます。） 

・音声による通報に不安がある。 

利用可能地域 海部郡内 

申請・登録方法 

「ＮＥＴ１１９緊急通報システム申請書兼承諾書」及び「ＮＥＴ１１

９緊急通報システム登録・変更・中止届出書」に必要事項を記入し、申

請窓口に提出し登録を行ってください。 

申請窓口 

問い合わせ 

〒775-0004 徳島県海部郡牟岐町大字川長字新光寺 98-1 

海部消防組合消防本部 警防課 

電話：0884-72-0600 ＦAX：0884-72-2999 

メール：syoubouhonbu@kaifu119-tokushima.jp 

申請書配布窓口 

海南消防署（海陽町大里字松ノ本 67-1）☎:73-0999 FAX:73-2999 

牟岐出張所（牟岐町大字川長字新光寺 98-1）☎:72-0999 FAX:72-0367 

日和佐出張所（美波町北河内字本村 279-1）☎:77-0999 FAX:77-2799 

※海部消防組合ホームページからも利用できます。 

  ※ サービスのご利用条件は「ＮＥＴ１１９緊急通報システム登録規約」のとおり 
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